
中小企業経営改善支援事業補助金交付要綱 

 
 （趣旨） 
第１条 知事は、国が補助を行う「経営改善計画策定支援事業」及び「早期経営改

善計画策定支援事業」を利用した事業者に対し、県が自己負担分の一部を補助す

ることにより、計画策定による経営改善の取組を促進するため、第２条で定める

交付対象者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に

ついては、沖縄県補助金等の交付に関する規則（昭和 47 年５月 15 日規則第 102

号。以下「規則」という。）に定めるほか、この要綱に定めるところによる。 

 
 （交付対象者） 
第２条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件を満たす者とする。 
⑴ 県内に主たる事業所を有する事業者であって、国が実施する「経営改善計画

策定支援事業（「通常枠」に限る。）」又は「早期経営改善計画策定支援事業

（「通常枠」に限る。）」を利用し、令和５年 10 月２日以降に計画策定費用支

払通知を受けた者 
⑵ 事業税に滞納がないこと。 
⑶ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77

号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員（暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)等が、その経営に実質的に関与してい

る法人その他の団体又は個人ではないこと。また、次のいずれかに該当する法

人その他の団体又は個人ではないこと。 
ア 自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者 
イ 暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

る者 
ウ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなど

している者 
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
オ アからエまでに掲げる者の依頼を受け、補助金の交付を受けようとする者 

⑷ その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者でな

いこと。 

 
 （補助対象経費及び補助率等） 
第３条 補助金の交付の対象経費（以下「補助対象経費」という。）及びこれに対

する補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。 



補助対象経費 補助率 補助限度額 

経営改善計画策定に要する経費 ６分の１以内 50 万円 

早期経営改善計画策定に要する経費 ６分の１以内 12.5 万円 

※ 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及

び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕

入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和

25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に

補助率を乗じて得た金額をいう。）は補助対象外とする。 

※ 補助対象経費に６分の１を乗じて得た額に小数点以下の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 

 
 （補助金の交付申請） 
第４条 規則第３条の補助金等交付申請書は、中小企業経営改善支援事業補助金交

付申請書（第１号様式又は第２号様式）によるものとする。 
２ 規則第３条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおり

とする。 
⑴ 「経営改善計画策定支援事業」又は「早期経営改善計画策定支援事業」を利

用していることを確認するための書類 
沖縄県中小企業活性化協議会が発行した「計画策定費用支払通知書」の写し 

⑵ 県内に主たる事業所を有することを確認するための書類（第２条第１号イに

該当する者に限る。） 
法人にあっては履歴事項全部証明書、個人にあっては開業届の写し又は確定

申告書の写し 
⑶ 事業税の滞納がないことを確認するための書類 

事業税納税証明書（事業税の納期が到来していない場合は県民税及び市町村

民税納税証明書） 
⑷ 補助金の交付を受けようとする者が、第２条第３号の要件を満たすことを確

認するための書類 
誓約書（第３号様式） 

⑸ その他知事が必要と認める書類 

３ 補助金の交付を受けようとする者は，当該補助金に係る消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額を減額して申請をしなければならない。 
４ 補助金交付申請の期限は、知事が指定する日とする。 

 
（補助金の実績報告） 

第５条 補助金の実績報告は、前条に定める中小企業経営改善支援事業補助金交付

申請書（第１号様式又は第２号様式）をもって代えるものとする。 

 



 （補助金の交付の決定） 
第６条 知事は、第４条第１項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と

認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業を行う者（以下「補助事業者」

という。）に通知するものとする。 

 

 （補助金交付額の確定） 
第７条 補助金交付額の確定は、前条をもって代えるものとし、確定通知は、同条

の規定による交付決定通知をもって代えるものとする。 

 

（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第８条 補助事業者は、前条の規定に基づく補助金の額の確定後に、消費税及び地

方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、

第４号様式により知事に速やかに報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は

一部の返還を命ずる。 

 

 （補助金の交付の条件） 
第９条 補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 
２ 知事は、補助事業者が補助金交付の内容、条件、その他法令若しくはこれに基

づく処分に違反したときは、額の確定の有無に関わらず補助金の交付の決定の全

部または一部を取り消すことができる。 
また、補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付さ

れているときはその返還を求めることができる。 

 
 （申請の取下げ） 
第 10 条 事業者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定を受

けるまでに、中小企業経営改善支援事業補助金交付申請取下書（第５号様式）を

知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の請求） 

第 11 条 補助事業者は、第７条に基づく補助金の額の確定通知を受けたときは、速

やかに中小企業経営改善支援事業補助金交付請求書（第６号様式又は第７号様式）

を知事に提出しなければならない。 

 

 （補助金の交付方法） 
第 12 条 この補助金は、精算払により交付する。 

 
 （雑則） 
第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 



   附 則 
 この要綱は、令和５年 10 月２日から施行する。 

   附 則 
 この要綱は、令和５年 12 月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和６年４月 30 日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和８年６月５日から施行する。 
 


